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認識過程研究(Ⅲ)

社会科学的概念学習の授業構成(Ⅲ)
-「平安期の時代構造」の教授書試案一

森分　孝　治　　河　南　　一

(協力者)河田敦之　木村博一　児玉康弘　棚橋健治　矢田宇紀

I　　は　じめに

われわれは,これまで.社会科学教育としての社会

科を日々の授業の中に確立することをめざし.アメリ

カ新社会科の分析的研究から得られた社会科教材構成

の理論(酎)をもちいて.さまざまな社会科授業を説明

してきた£注2)また.実験授業をくりかえしながら.理

論そのものの精緻化を計る一方∴教授書(江3)の開発も

すすめてきたと注のとくに.歴史授業の教授書は.通史

学習として組まれることの多い今日の授業計画の中で.

いわゆる「投げ入れ」教材として使用し.生徒たちが

既習事項をふまえて.一定のまとまりある時代の体制

や構造を説明できるようになることをねらいとして開

発された。「幕藩体制」由教授書試案(注5)がそれであ

る。本研究は.それにつづくものとして,「・平安期の時

代構造」をテーマにとりあげ,中学校歴史的分野・高

等学校日本史用の教授書を開発しようと試みたもので

ある。開発の過程においては.まず.この時期に相当

するいくつかの授業実践例をとりあげて,分析を行い.

問題点を明確にするとともに.その克服を意図して.

指導計画案に活かすようにしたよ注6)そして.われわれ

の教材構成の理論にもとづいて指導計画案を作成し.

附属中学校1年B・Cの二教室で6回にわたって実験

授業を行い.生徒たちの反応を重視しながら.指導計

画案を検討し.修正していった。

ところで.今日.歴史授業で一般的に行われている

通史学習の問題点を概括すれば.およそ次のようにま

とめられよう。すなわち.意識的であろうと無意識的

であろうと.いずれにせよ教師は自らの「時代構造論」

(つまり.その時代の社会体制をとらえる理論)をもっ

ており.それにもとづいて時間的経過をたどりながら.

個々の歴史的事象・出来事を断片的・羅列的に説明し

ていくのである。しかしながら.教師の理論はふつう

授業の中では明示されず.生徒たちにとっては.個々

の歴史的事象・出来事の説明の背後にかくされた「見

えないもの」となってしまっている。その結果.生徒

たちは.個々の歴史的事象・出来事を暗記することは

できても.それらを使って時代構造を説明することは

できない。このような問題点を克服するには.われわ

れは.まず歴史学研究の成果に立脚して.教師が生徒

たちに教授すべき「時代構造論」をおさえ.それを教

授可能な形でモデル化し.授業の中でモデルを明示し

ながら.個々の歴史的事象・出来事を説明していけば.

教師のもつ理論が生徒たちに「見えるもの」となり.

生徒たちがそれを批判的に吟味していくことも可能で

はなかろうかと考えた。具体的には.一般に,荘園制

の成立とその展開として説明されている「平安期の時

代構造」を.公領体制に注目した.近年の歴史学研究

の成果をとり入れ.「王朝国家体制」「荘園公領体制」

としてとらえなおし.それぞれをモデル化し.指導計

画の中に明示して.説明していくことにした。

以下に.われわれがとらえた「平安期の時代構造」

の教材構成の論理と.それを基礎に開発を試みた教授

書試案について紹介していくことにしたい。なお.わ

れわれは.中学校歴史的分野・高等学校日本史用の二つ

の教授書を開発したが.本小論では.紙数の関係上,

中学校用は省略し.高校用のみを紹介した。

(注1)森分孝治「現代アメリカ社会科カリキュラ

ム研究の示唆するもの」『社会科教育学研究』第2集こ

明治図書.1976.などを参照のこと。

(注2)最近のものでは.森分孝治「社会科授業構

成の論理一杯竹二の授業『開国』の場合-」『広島史

学研究会50周年記念論叢』日本編.福武書店.1箔0.

などがある。

Tak血Moriwake,HajimeKawaminami,Atsu血iKawata,HirokazuKimuTa,YasuhiroKodama,KenjiTanahashi,Taka-
toshiYada:ConstructionofSubjectmatteTinTeachingtheConccptsofSocialScience(III)---ATentativeTeaching

Planfor.`SocialStruCtuteintheHeianPeTiod".
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(注3)われわれは.ひとまとまりの完結性のある

教材について.それに従って教授すれば.失敗しない

授業をすることができる指導書を「教授書」と呼んで

いる。

(注4)森分孝治・大鼓矢晋・高山芳治・金子邦秀

「社会科学的概念学習の授業構成-F公害』の授業書

試案-」広島大学教育学部学部附属共同研究体制F研

究紀要』第4号.1975.(後に森分孝治『社会科授業

構成の理論と方法』.明治図諷1978.Vの三に所収

された)などを参照のこと。

(注5)森分孝治・金子邦秀・小原友行「社会科学

的概念学習の授業構成川)-『幕藩体制』の授業書試

案-」広島大学教育学部学部附属共同研究体制『研究

紀要』第5号,1976.(後に森分孝治の同上乱　Ⅴの

四に所収された)。

(注6)本研究は.既に.日本社会科教育学会第31

回全国大会(1981年10月8日9日.金沢大学教養部)

において,「歴史教授書の開発-『平安期の時代構造』

-」と題して口頭で発表した。その際.本稿では割愛

したが.「平安期を扱う授業の現状と問題点」という

項目があった。

Ⅱ　「平安期の時代構造」の教材構成の論理

1.教材構成の基礎となる知識の構造

われわれは.歴史の授業を構成する基礎となる知識

は.二重構造をもつものであるととらえている。すな

わち.個々の歴史的事象の事実的知識と.それらの歴

史的事象を説明するための枠組としての概念的知識で

ある。′′生徒が歴史的事象の起因・結果を科学的に説

明・予測できるようになる〝授業を歴史の良い授業と

考えているわれわれは.この概念的知識の習得を授業

の第一次的な目標としている。つまり.平安期を扱う

本小単元においては.前代の社会のしくみである律令

体制の崩壊と.それにかわる新しいしくみである王朝

国家体制・荘園公領体制の成立・崩壊の原因・結果が

説明し得るような知識の習得をめざしている。そして.

それらを生徒自身が発見し.概念化するために.広範

な事実的知識の中から具体的・典型的な事例を組織し

ている。すなわち.大量の事実的知識を羅列的に扱う

のではなく.概念的知識の具体的・典型的事例として

詳しく扱い,生徒自身がそれを分析していくように構

成している。

したがって.平安期の時代構造を教材として構成す

る際には,歴史学で到達している研究成果としての概

念的知識に基礎づけることが必要となるわけである。

そこで.われわれは,荘園制形成の時期を12世紀とし.

その前提となる10世紀以降の国家体制に独自の歴史的

性格を考える坂本質三氏をはじめとし.竹内理三.石

井進氏らの近年の研究成果に学び!注1)後に紹介する教

授書試案において示したように.平安期に10世紀はじ

め及び11世紀半ばというふたつの画期を認め.この時

代を三つの構造としてとらえた。そして.それらにつ

いて.理論モデルを設定し.概念的知識を到達目標と

して抽出した。これらは.歴史学の成果に基づいた科

学的なものであり.生徒のみ方・考え方に挑戦しうる

ものである。したがって.これらの理論モデルおよび

概念的知識が.「平安期の時代構造」の教材構成の基

礎となっている。

(注1)われわれは.次の文献より学んだ。遠山茂

樹・佐藤進一掃『日本史研究入門l j.東京大学出版

会.1954。安田元久『日本荘園史概説』.吉川弘文館.

1957。虎尾俊哉『丑田収授法の研究』.同上.1961。

遠山茂樹・佐藤進一稲『日本史研究入門2』.東京大

学出版会.1962。村井康彦『古代国家解体過程の研究且

岩波書店.1965。竹内理三『日本の歴史6』.中央公

論社.lt氾5。石井進『日本の歴史7』.同上.1965。

早川庄八「律令財政の構造とその変質」(『日本経済

史体系1古代』.東京大学出版会.1965)。黒田俊

雄『体系日本歴史2　荘園制社会』.日本評論社.

1967。村井康彦『平安貴族の世界』.徳間書店.1968。

児玉幸多・他稲『日本歴史の視点1原始古代』.日

本露乱196も井上光貞・永原慶二稲『日本史研究入

門3』.東京大学出版会.1%9。北山茂夫『王朝政治

史論』.岩波書店.1970。坂本質三「王朝国家体制」

(歴史学研究会・日本史研究会轟『講座日本史2　封

建社会の成立』.東京大学出版会.1970)。石井進

「院政時代」(同上)。坂本賞三『日本王朝国家体制

論』.東京大学出版会,1972。坂本賞三r日本の歴史

6』.小学館.1974。安田元久『日本の歴史7』.同

上.1974。井上光貞・永原慶二編『日本史研究入門4』.

東京大学出版会.1975。土田直鏡「摂関政治に関する

二.三の疑問」(林陸朗編『平安王朝　論集日本歴史

3』.有精堂出版.1976)。坂本質三「王朝国家体制

と人民」(同上)。佐藤宗詳「摂関政治体制成立の歴

史的特質」(同上)云石丸照「院政の構造的特質につ

いて一十二世紀受領層の動向を中心に-」(同上)。

坂本賞三「王朝国家体制成立の論証方法について」

(日本歴史学会編『日本歴史366号』.吉川弘文館,

1978)。森田悌、『研究史王朝国家』.吉川弘文館.

1980。

2.科学的探求の論理にもとづく教材構成

歴史的事象を説明するための枠組である概念的知識

は.生徒自身がそれを用いて具体的な個々の事象の起

因や結果を科学的に説明・予測できなければ.習得さ
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れたとはいえない。したがって.本小単元の教材構成

は.科学的知識の生産過程.すなわち.科学的探求の

論理にしたがって学習させることにより.概念的知識

の習得を可能ならしめるように意図されている。それ

は.「なぜ」あるいは「～すればどうなるか」という

問いに対する回答を求めることにより構成されている。

具体的には.導入部で「なぜ藤原氏,院.平氏は栄

え得たのか?」という問いが提示され,各々に対応す

る社会の構造の存在を.、すなわち.′l理論モデルを,直

観的に発見させることにより.学習の動機づけを図る。

各ノヾ-トは,各々メイン・クェスチョンと.それに答

えるための具体的事例がもり込まれた一群のサブ・クェ

スチョンよりなる。パート1を例として具体的にその

構成を紹介すると.まず最初に「なぜ藤原氏が栄え得

るような社会のしくみとなったのか?」あるいは「.平

安期には(藤原氏が栄える一方)班田収授が行われな

くなるなど.なぜ中央は直接地方に目が行きとどかな

くなるのか?」という形でメイン・クェ云チョンが提

示され,生徒はそれ隼対する回答を.すなわーち.、それ

までの社会のしくみである律令体制が崩れて新たなし

くみができたということを.直観的に発見する。そし

て.ノ1-トを構成するセクションにおいて「なぜ律令

国家は崩れたのか?」と.前の体制の崩れの原因の説

明を求め.さらに「律令国家が_崩れると国司はどうし

たか?」「中央政府は国司の任国支配に対してどう対

応したか?」と体制の崩れに対して.各々の立場の対

応という形で.結果の予測をさせる。なお.これらの

サブ・クェスチョンは.各々.さらに「なぜ」あるい

は「～すればどうなるか」という形を中心としたサブ・

サブ・クェスチョンから構成されている。このように,

生徒は,提示された資料をもとに演繹的推論をなし.

原因の説明.結果の予測という分析的な学習をするこ

とにより.新たな社会のしくみを把握する。そして,

その上でノヾ-トの最後の部分で.最初に提示されたメ

イン・クェスチョンと同じ問いが提示され.学習こよっ

て習得された概念的知識および理論モデルを用いて総

合的に説明させる。このように.本小単元は各ノヾ-ト

において.各々.概念的知識と理論モデルを直観的・

分析的・総合的に三度くり返して学習されるように構

成されている。これは,そのようにすることが.理論

の習得の確実性を増すということと同時に.理論は与

件ではなく批判的検討を通して.自らが構成・修正し

ていくものである,という理論のもつ仮設性を.生徒

に把握させることになりうるからである。

以上のように.本小単元は,歴史学が現時点で到達

している研究成果としての概念的知識およびその理論

モデルを.科学的探求の論理にもとづいて.生徒自身

が発見・概念化していくことにより.習得するように

構成されている。なお.知識および問いの構成の具体

的な内容は.以下に紹介する教授書試案に示す通りで

ある。

Ⅲ　高等学校日本史「平安期の時代構造」の教授喜試案

1.小　吏　元　「平安期の時代構造」

2.小単元の目的　　平安期の時代構造を解明する。

3.小単元の構成　(高等学校3時間,中学校4時間)

(1)導入　一般に「平安時代」とよばれる時期は何世紀ごろから何世紀ごろまでか?また,そのころ栄えてい

たのは,どのような人々か?なぜ藤原氏,院,平氏は栄え得たのか?

(幻.展開

1.律令国家体制の崩壊-なぜ律令国家体制はくずれたのか?

I.王朝国家体制の成立と展開

の　国司の対応一律合国家がくずれると国司はどうしたか?

②　中央政府の対応一中央政府は国司の任国支計こ対して,どう対応したのか?

㊥「名」内の人々の対応一国司や中央政府のこのような新たな支配に対して「名」内の人々はどう対

応するようになったか?

④　藤原氏の繁栄基盤-なぜ藤原氏は栄え得たのか?

I　王朝国家体制の崩壊と荘園公領体制への移行一なぜ王朝国家体制はくずれたのか?

①　国司の対応「国司は「名」体制のくずれにどのように対応したか?

②l　貴族の対応一貴族は「名」の荒廃・荘園の増大にどう対応したか?

㊥　天皇の対応一「名」の荒廃,荘園の増大に伴う国司や貴族の動きに対して,天皇はどうしたのか?

④　院の繁栄基盤一なぜ院は栄え得たのか?

⑤　平氏の繁栄基盤-なぜ平氏は栄え得たのか?

ー37-



4.到達　目標

(1)構造モデル　　　A・〔律　令　体　制)

C.〔荘鼠公領体制〕

佗)概念的知識

n〔王前回ま体悪l)

D.〔荘園公領体制)(平氏政権)

A.律令体制

①　律令国家は,中央政府が戸籍によって個別人身支配をし,人頭税を主たる財政的基盤としていた。

②　浮浪・逃亡等の人民の抵抗により,戸籍に基づく郵徴収ができなくなり,律令国家の基盤は崩れた。

B.王朝国家体制

◎　戸籍に基づく個別の税賦課が不可能になると,国司は,新たな徴税方法として「名」体制をつくった。

④「名」は徴税単位としての土地のまとまりで国司は,納税責任者を介して「名」から税を,事実上,思

いのままにとった。

⑤　中央政府は個別人身支配が維持できなくなったため,実をあげていた国司の新たな地方支配を黙認し,

国司に一定額の上納を求めるようになった。

㊥　国司は「名」からの収取量と中央政府への上納量との差額により,莫大な収入を得ることが可能となった。

⑦　当時の貴族の中心である藤原氏は,官人としての莫大な給与ならびに国司からの多くの献上物を経済的

基盤として栄えた。
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C.荘園公領体制(院政時代)

㊥　余力のできた農民を中心に「名」外の未開地が開思され,「名」の耕作が放棄されるようになり,国司

は「名」から税がとれなくなった。

㊥　「名」の荒廃・荘園の増大に対して,

a.国司は,それを「名」に収公しようとしたり,天皇と結びついて荘園の増大を押さえてももらおうと

したりした。

b.貴族は給与を支給されなくなり,経済的基盤を荘園に移し,中央政府もそれを認めざるを得なくなっ

た。

⑲　荘園の増大を押さえるために天皇が発した荘園整理令は,荘園抑制という点ではあまり効果はなかった

が藤原氏の上級権力であることを明確に示すこととなった。その結果,荘園は藤原氏にかわって院に集中

するようになった。

㊥　荘園の増大に対応して公領は国司の私領的なものとなり,さらに残されに公領も一部の上級貴族の私的

な収益対象として与えられるようになった。

㊥　院は自己のもとに集中した荘園からの収益および国街領からの献上物を経済的基盤として栄えた。

D.荘園公領体制(平氏政権)

㊥　平氏は,院にかって政権を手中におさめ,多くの荘園・知行国からの収益を経済的基盤として栄え,さ

らに日宋貿易等でより勢力を増した。

5.小単元の展開

5.小単元の展開

パ ー ト 発　　　　 問
資

料
教授 ・学 習活動 到達 目標 (生徒 か'ら引 き出 したい知 識 )

導

入

・一般 に 「平 安時代 」とよは ㊥ T :資料① ・㊥ ・ 平安時代

れ る時期 は何世紀 ごろか ら ② (卦を提示 し.
＼、_一/　)　)

何世 紀ごろまで か ? また. ゆ

l_

1- 説 明す る 点綴　　　院　平氏

その ころ栄 えて いたの は, ・各 々. 強固な政治的実 権及び経済的基盤を持 ち

どのよ うな人々か? 得た。

・なぜ藤原 氏. 院. 平氏 は栄 ・この構造が どのよ うな ものであ り. なぜ そのよ

え得 たのか ? うに移行 してい ったのかが解 明されないと, 各々

が なぜ栄え. そ して衰えてい ったかがわか らな

い。

′ヾ

l

ト

1

A 案 :なぜ藤 原氏 が栄え 得る

よ うな社 会の しくみと

な ったのか ?

B 案 : 平安期 には (藤原 氏が

栄 える一方 )班 田収投

が行 われな くなるなど.

なぜ中央は直接地 方に

目が行 きとどかな くな

るの か ?

@

T :予想 させ る

P :予 想す る

T :資料(卦を提

示 し予想さ

せ る

P :予想す る

・律令国家が くずれたか ら。

1

0 なぜ律令 国家 は くず れたの

か ?

(9

T :予想 させ る

P :予想す る ・律令 による支配がで きな くな ったか ら。

・律令 国家 とはどん なもの

だ ったか図に表 わ しみよ

う。

T :モ デル図を

提示 する

Ⅲ一 行 11)　 律令国家 とは・中央

A , 〔律令体制 〕 票 禁 霊 ㌫ 忘

の国　　　　　 別人身支配 ) それ に

よ る人頭 税(調 ・庸 )

を主た る財政的基 盤

と していた体制。
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1

1

・律令 国家 が くずれ るとは

ど うい うことか ?

・なぜ 個別人身支配がで き
な くな ったのか ?

・なぜ律令 国家 は くずれ た

@

①

㊥

T :発 問す る

P :答 え る ・個別人身支 配がで きな く~なって. 人頭税がとれ

T :資 料㊥を提 な くなること。例 えは当時 . 国司を経験 したこ

示 し示 し説 との ある菅原 道真 や三 善活行 は. 「律令 看守 っ

明す る

T :資 料⑦ ・㊥

を提示す る

T :発 問する

て いては もはや国司は国内を治める ことはで き

な い 」と中央へ具申 して いる。

・苛酷 な人頭税の徴収か ら逃れ るため に. 浮浪 ・
P :答 える

T :説 明する

逃 亡 ・偽語等の 手段を用 いて人民が抵抗 した か

b O _

・律令 制においては. 国家が土地 に対 して課 した

の か ? 租 はわず か (約 5 % ) にす ぎず. 人民 に対 して

直接 かつ個 別人身 に課 した詞 ・庸 ・雑 猛は国家

支配 の板幹 をな して いた。 その ため, 人民を正

確に はあ くす る戸属 の編成 が不可欠の前提であっ

た。 しか し, 8 世紀 以来, 人民の抵抗が多 くな

り浮浪人等 が増申 して くると, 戸籍 による支配

は次第 に破綻 を示 し, 班 田収授法 の実行 も困難

にな り, 国 司は律令 にもとず く税徴収 がで きな

くな って, 律令国 家の基盤が くずれるにいたった。

2

0 律令 国家が くずれ ると国 司

は どうしたのか ?

・人民の抵抗 によって律令 (動

⑲

㊥

㊥

㊥

⑭

T :予 想 させ る

P :予 想す る

T :説 明する

・国司は とれ る方法を新た に考えて税を とろうと

レた。

・課税対象を 「逃 げ る人 」か ら 「逃げない土地 」
国 家が くずれたの に, 国

司は どの ように して税を

と ったのか ?

・土地 か らどの よ うに して

(資料(訃を提示)

で :説 明す る

に変え る。

・国内の土地をい くつ かに まとめ. その まとまり
. 税を とるの か-? 一

・どのよ うに して 「名 」を

(資料⑲を提示)

T :説 明す る

の ある土地か ら税を とる。 この ように してつ く

られた徴税単位を 「名 」とよぶ。

・律令制 下で は中央政府の みが行使 し得た検 田植
つ くったのか ?

・「名 」内の農民た ちは,

(資料(砂を提示)

T :説 明す る

を 国 司が独 自に行使 し. 戸籍 にか わって在地の

実 態をは あ くし. 納税責任者を おいて. 租税納

入長 請 け負わせ る 「名 」をつ くった。

・「名 」体制 は個一々の人間を 直接 はあ くす る体制
徴税 をのがれよ うとは し (資料㊥ を提示)

で : 「名~1」のモ

では ないため 「名 」を逃 げだ して他の 「名 」へ

な か ったのか ? 逃 げ こんで も, そこで税を と られ ることにか わ

・「名 」内はどのようになっ こ' ・りはな い。 また 当時 は「名 」外の未黒地へ逃 げ

て いたか ?

・国司は 「名 」か らどれ く

テル図を提 て も新 たに開患す る余 力の備わ ってい ない状況

示す る で あった。

T :説 明す る

T :資 料⑭を掟

名　　　 課 税額の基準 とな る公 田

融 任引 田堵一　　　 年中心 と して. 開墾地で
鮎 r 至曇買≡………≡至芸 孟

らい税 金をと っていたの 示 する 責 任者であ る田堵がま と

か ? T :発問す る めて 国司へ上納 していた。

P :答 える ・公田の面 積に応 じて. 一定の率で徴収 する こと

を原 則と していたが. 実際 には豊凶に応 じて反

別 の賦課率をある程度動かす ことがで き. 又代

納時の換算相場を 自由に操作す ることができた。

これにより徴収 される税 の額は, 事実 上国司め

. 思 いのままとな った。
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・国司はどのよ′うに任国内

を支配し. 税を徴収 して

いたのか?

⑯ T :資科㊤を提

示する一・

T :発問する
P :答える ・国司は任国内の土地をいくつかに分け「名」に福

成し. 名内の田堵を納税責任者として. 租税納

入を請負わせた。その納入額は. 公田面積分の
額を基準としたが. 実際には. 国司の裁量に任

されており. 莫大な収入を得ることができた。

3

0 中央政府は国司の任国支配

に対 して. どう対応したの

⑯

㊥

@

㊥

T :予想させる

P :予想する

T :説明する

・中央政府は. 国司が獲得した莫大な収益を調 ・

か。.

・中央政府は_無制限に国司

膚に代わる国家収入として国司からできるだけ

多く上納させようとした。

・.国司から中央への上納額は. 任国内の公田面積
からできるだけ多くの上

細を得ることかできたか?

・なぜ一定額しかとれない

(資料⑯を提示) 分の額を基準としており. 毎年一定額であった。

T :説明する ・中央政府は律令制の崩壊により. 地方の人身支

のか?

・中央政府は国司から上納

(資料㊥を提示)

T :資料㊥を捏

配を維持できなくなった。そこで, 任国内を
「名」ではあくし実をあげていた国司からの上

納にたよるしかなかった。

・中央政府はその大部分を中央の有力貴族の給与
されたものを何につふっ 示する としてつかった。特に当時上級の官職 ・位階を
たか?

・中央の有力貴族の収入は

.T :̀説明する

T :資料㊥を提

占めていた藤原氏の給与は莫大なものであった。

それは. 今日の金額になおすと. 年間約 2億円
である。

・藤原氏を中心とする中央の有力貴族は. 成功・
との給与だけだったのか? 示する 重任を得ようとする国司たちから. かれらが新

T :説明する たな体制の下で得た莫大な収益の一部をワイロ

として受けとっていた。

4

o A :律令国家のくずれに対 ㊨

㊧

T :モデル図を 国司は律令制のくずれに

応して新たにできた支

配のしくみはどのよう

なものか?

B :律令国家がくずれて中

提示する
T :説明する

T :資料㊥ ・㊥

、一題 口 蓋≡董三薫 蓋≡≡≡

竃貢　 措‖ 国街　 その任国支配を国司に委

央政府は直接地方に目 国　司　　　 任した。

が行きとどかなくなっ 正倉　　　　　 国司は「名」からの莫大

たにもかかわらず,_な 帥 ∫収奪　な収取量と, 中央政府へ

ぜ支配ができたのか? 郡　　　　 司　　　 上納する一定量との差額

・これまで学習したことを図

に表わしてみよう。

ぷ 竃 還 奄 …曇至蚕…写; …冒三三

しい支配のしくみを王朝
国家体制とよぶ。

・だから中下級の貴族は除目で争って. 国司にな
㊥ を提示して

補足説明す

る

ろうとした。

I

0 国司や中央政府のこのよう ㊥

㊥

T :説明する ・国司の苛酷な収取からのがれるために. 余力の
な新たな支配に対して「名」 (資料㊥を提示)

T :説明する

できた有力良民 (富豪層 )は. まだ「名」に含

内の人々はどう対応するよ

うになったか?

・国司はそれに対してどう

まれていない未墾地を開墾した。

・その開墾地を「名」に加え. 課税対象にしよう
したか? (資料㊧を提示) とした。
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1

5 ・国司が税 をかけよ うとす ㊥ T :説 明する ・訴訟をお こした り. 自ら武装化 して守った。

るのに対 して. 開墾 した (資料㊥を提示) ( 「名 」に取 りこもうとす る国 司斑 と‥それを

有 力農 民達はどうしたか? 防 ごうとする良民側の争いの中か ら武士が発生

す る。)

また. 中央の有力者へ寄進 し. その荘園 として

保 護 して もらった りした。 その中で最 も有力で

中心 とな ったのが. 藤 原氏である。

6

0 なぜ藤原 氏は栄 え得たのか? ㊥ T :モ デル図を

提示す る

T :説 明する

卜 4 - (1)　　 願 氏は・ 天皇との外戚 ・

B . 〔王朝国家体那 票 讐 認 霊 票

の図　　　　　 官 を独占す ることにより.

官人 としての莫大な給与 を得, 又新たにで きた体

制 ( 王朝国家体制 ) の下で, 多大な収 益を得 ると

とが可能 とな った国司の任免権 を握 ることにより,

彼 らか ら多 くの献上物 ( ワイロ ) を得 ることがで

きた。

さらに, 王朝国家体制下の 「名 」支配か らのが れ

よ うとした有力農民層によ って開怒 され荘園 とし

て寄 進 された土地からの収益によりますます栄えた。

ノヾ

l

ト

2

0 藤 原氏 が これだ け栄えてい

た のに. なぜ院が栄え 得る

T :予 想 させ る

P :予 想す る ・藤 原氏 が栄え る基盤 とな っていた王朝国家 体制

時 代 とな ったのか ? が くず れたか ら。

1

0 なぜ王朝 国家体制 は くずれ

た のか ?

・なぜ名体制 はくずれたのか?

・「名 」が荒廃す るとど うな

る か ?

㊥

T :予想 させ る

P :予想 する

T :説 明する

・王朝国家体 制の基盤 とな っていた 「名 」体制が

くずれたか ら。

・「名 」内の耕作農民層 も 「名 」に おける苛酷な
(資料㊧ を提示 )

T :発 関する

P :答 える

収 取をのがれ るため に. 「名 」の耕作を放棄 し

開 墾地に集 まるように なり, その結果, 「名 」

は荒廃 し. 荘園が増大す る。

・「名 」内の土地か ら耕作物が とれな くな り. 国
司 は 「名 」か ら税を とろうと して もとれな くな

る。

2

0 国 司はそれ にどのよ うに対

応 したか ?

・荘 園は藤 原氏 に保護 されて

㊥

㊥

T :発 問する

P :答 える ` ・「名 」内に農民をひ きとめ ようとす る。叉.「名」

(資料 ㊥を提示 )

で :説 明す る

外に逃げた農民をつれ もどそ うとす る。 あ るい

は. 開墾地を 「ノ名 」にとりこもうとす る。

( 別名 )

・荘園の保護者であ る藤原氏 に対抗 して. 藤原氏
い るが. 国司はそれを収公 (資料㊥を提示 ) の 名 目上の上級権力者であ る天皇 と結 びつ き.

す るにはど うす るか ? 荘 園をお さえて もらう。

3

0 貴族 は 「名 」の荒廃 ・荘園

の増大 にど う対 応 したか ?

・この ころ ( 12世紀 ) 貴族
は何 の収 入で くらしてい

た か ?

㊥

㊥

㊥

T :予 想 させ ろ

P :予 想する

T :資 料㊥・㊥・

㊥ を提示する

T :発 問する

P :答 える

・貴族は荘園の収 入にたよ るよ うにな った。

・12世紀 になると貴族 は荘 園を経済的基盤 と して

い た。
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2

3

・なぜ 荘園にたよ らなけれ

.ば な らなかったの か? 莫

㊨

T :発問す る

P :答与 る

T :説 明す る

T :説 明す る

・中央政府は貴族に官人と しての給与を払 えな く

大 な給与が あったので は

な いか ?

・~なぜ中央政府は 貴族 に給

な った。

・「名 」の荒廃 によ り国司は中央政府 に上納物を
与 を払え なくなったのか? 納 め られな くな ったか ら。

・中央政府 は貴族の生活を ・中央政府は給与が払 えないので. 荘園を公認す

保証す るため に. どの よ

うな措置 をとったのか ?

(資料 ㊨を提示) る ことによ って貴族 の荘 園か らの収入を認めた。

4

0 「名 」の荒廃. 荘園の増 大 ㊥

㊥

@

T :説 明す る ・藤原氏 に不満を もつ受領層の支持を受 け, 藤 原

に 伴 う国司や貴族 の動 きに (資料 ㊧を提示 )

T :発 問する

P :答 える

氏の経済的基盤 に打撃を与え. 加え~て 自己の権

対 して. 天皇は どうしたの ・力 の確保を図 るために. より徹底 した荘園整理

か ?

・実際荘園は整理で きたの-
だ ろうか ?

令 を 出 した。

・荘園整理はで きなか った。
・なぜ荘園整理はできなかっ T :説 明す る ・荘 園か らの収入を生活基盤 と していた 貴族の抵

た のか ? 、(資料 ㊥を提示 ) 抗 のため. 荘園整理はで きなか らた。

・では荘園整理は どのよ う T :資料 ㊥ ・㊥ ・荘園整理の対象が藤原氏 に及ぶ ことに より. 名

な意義を もったのか ?

・荘 園整理が うまくいかな

㊨

㊥

㊥

・ を提示す る 実 と もに天皇が藤原氏の 上級権 力であ ることを

T :説 明す る 明確 に示す結果 となった。

T :説 明す る ・藤 原氏よ りも上級権 力で あることが明確にな っ

か った天皇は 自己の財源 (資料㊥を提示)

T :説 明す る

T :説明す る

た 天皇に荘 園の寄進が 集中す る傾向が みられた

・を どこに求めたのか ?

・天皇は 自 ら荘園領主にな

の で. それ らの荘 園か ら自己の財源を確保 しよ

う とした。

・天皇 とい う公的 な立場 では荘 園領主 になれない。
ることが できたのか ?

・院 によって も荘 園を おさ

しか し. 上皇 (院 ) とい う中央政府外の私的 な

立 場な らば. 荘 園領主 となることがで きる。

・国司は 自己 の治めている公領を. 自身の荘 園的
えて も らえな くなった 国 (資料㊥を提示) な もの として取 り扱 うよ うにな り, その保護を `

司はど うしたのか ? 院 に もとめ る。 こうして公領の荘 園化 (国街領 )

が進む一方残 された公領 も. 一部の上 級貴族 に

国単位で税の収 得権が与 え られ (知行 国 ) . 私

的 な収益の対 象 とみなされるよ うになった。

5

0 なぜ院 は栄 え得たのか ? ~ ⑲ T :モ デル図を

提示す る

T :説明す る

Ⅲ- 4 - (1)　　　 院は荘園整理 令等によ っ

C ・(孟芸 霊完讐 禁雲 〕 喜買喜≡重き喜冨芸曇崖

や荘 園の増 大に悩む受領 層の支持 をえ, また台頭

して きた武 士団を も取 りこんで政 治的基盤を確立

した。 一方荘 園の増 大とい う動 きの中で, 藤原氏

にか わ って本所 となった り, 知行 国主 として莫大

な収 益を得, それ を自 らの経済基盤 とした。 また

荘 園の増 大に対 応 して国司によって形成 され た国

行 儀を保護 することで , 国司等か らも莫大な献上

物 を待て栄 えた。 これを 荘園公領体制 とよぶ。

ノヾ

l

ト

0 なぜ 平氏は栄え得たのか ? ㊧ T :モ デル図を

提示す る

T :説 明 させる

P :説 明する

平氏は院 にかわ って政 権

1 - 4 - (1)

D . 〔荘園公離 制 〕 芸悪霊 霊 票 誓 禁

( 平氏政権 ) の図　　 よ り, 多 くの荘園の本所

とな り一門 の者を知行国主 とし経 済的基盤を固め

3
た。 また 日宋貿易等をおこ_な ってよ り勢 力をま し

た。

ノヾ - ト 発　 問 資料 教授 ・学 習活動 到達 目標 (生 徒か ら引き出 したい知識 )
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【教授資料番号および教授資料】

①　-道長の全盛-「小右記寛仁二年粂」F日本史資

料(上)』.東京法令出版.p.124.

②　-僧兵-「源氏盛衰記」.同上.p.1弘

㊥　-平氏の繁栄-「平家物語」.同上　p.140.

④　-9・10世紀の校田・法田一坂本質三F日本の歴

史6』.小学館.p.93〃3～5および表

⑤　-律令国家体制のモデル図一前掲

㊥　一国司は法を守っていては政治ができない-坂本

質三.前掲吾.p.26Jl～p.3g13.

⑦　-三善清行の意見封事-「本朝文粋三善活行意見

封事」『日本史資料(上)ム東京法令出版.p.116

⑧　一偽籍資料(阿波国・周防国戸籍)-坂本質三.

前掲書.pp.34～35.

㊥　一人から「名」へ-同上.p.126Jl～p.127Jl4.

⑲　同上

㊥　-国司の支配と「名」一坂本嘗三「王朝国家体制」

歴史学研究会・日本史研究会昂『講座日本史2』.

東京大学出版会,p.57Jl～p.61Jll.

㊥　一富豪層と「名」一児玉章多他編『日本歴史の視

点1』.日本書籍,P.281.

㊥　-「名」のモデル図一前掲

⑭　一尾張国都司百姓等解文一「宝生院文書尾張国郡

司百姓等解文」『日本史資料(上)』.東京法令

出版.p.117.

⑯　一中原師遠の収入一坂本賃三,前掲書.p.刃OJ9

～P.罰1J5

⑯　-基準国図の固定一坂本賞三『日本王朝国家体制

論』.東京大学出版会.p.138g7～p.139g9.

㊥　-不堪佃田解文の意義一同上.p・146J14～p・153

g3.

㊥　-「官人給与表」および「律令官人としての藤原

氏の収入」一『資料日本史』.東京法令出版・

p.62.

㊥　-土御門邸火事見舞一村井康彦『平安寛族の世界』・

徳間書店.p.222′12～P.㌶3Jl8・

㊥　一王朝国家体制のモデル図(輪租荘園ぬき)-前

掲.

㊥　-除目のころ-「枕草子25段」池田亀鑑校訂『枕

草子』.岩波文庫.pp.45～46.

㊥　-貴族の国司任官運動-「枕草子3段」・同上

p.22.

㊥　-「名」支配に対する抵抗と新開拓地一坂本賞三

『日本の歴史6』.小学館.p323J2～p・324J

14.

㊥　同上.p.322日12～16・

㊧・-国司苛政上訴表一坂本嘗三『日本王朝国家体

剖論J.東京大学出版会.pp.204～加5.

・一武士は自衛のために武装していたのか一坂本

賃三r日本の歴史6J.小学館.p.封4Jl3～

P.封6J7.

:一口入神圭一村井康彦F教養人の日本史2J.

現代教養文庫.pp.78～79.

㊥　-王朝国家体制モデル図一前掲.

㊥　一院領荘園の集積一安田元久F日本の歴史7」.

小学!臥　p.142Jl3～p.143g12.

㊥　-別名制の創設一坂本賃三F日本王朝国家体制論ム

東京大学出版会.p.33Jl6～P.凱Jll.

㊥　-受領層と院一石九無「院政の構造的特質につい

て一十二世紀受領層の動向を中心に-」F平安王

朝　論集日本歴史3』,有精堂出版.p・2幻上J

5～p.2以上Jl.

㊥　-廻り御菜一竹内理三F日本の歴史6』・中央公

論社.p.287日3～15.

㊥　-白河長講堂の公事一覧一同上・pP・2防、功7の

表.

㊥　-封戸の減少-「大塊秘抄」,同上・p・282日3

～6.

㊧　一国家からの給付と荘園領有一坂本嘗三F日本の

歴史6』,小学館.p.274g17～p・㌘5J5・

㊥　-延久の荘園整理令-「百錬抄」『日本史資料

(上)』.東京法令出版.p.128.

㊥　一荘園領主の抵抗と成果一安田元久・前掲書・

p.逝～12～p.3ほ

㊥　一延久の荘園整理合一「愚管抄」F日本史資料

(上)』.東京法令出版.pp・127～128・

㊥　一後二条閑自記一竹内理三.前掲乱p・154日4

～14.

㊥　㊥を参照.

㊥　一国衝領の形成一安田元久.前掲乱p・1g=15

～p.185ほ

⑲_一荘園公領体制のモデル図(院政期)-前掲・

㊨~」荘園公領体制のモデル図(平氏政権)-前掲・

Ⅳ　高等学校日本史教授書試案について

本教授書試案は.先に示したように.導入部と三つ

のパートから構成され.。各パートはいわゆる王朝国家

体制期.院政乱平氏政権期に対応している0

パート1は.「藤原氏が栄え得た社会のしくみはど

のようなものであったか?」すなわち「なぜ律令国家

体制がくずれたのか.それに対応して形成された社会

のしくみはどのようなものであったのか?」という問

いを探求していく過程として.・各セクションが組織さ

れている。すなわち.セクション1で律令個別人身支
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配の崩壊,セクション2・3で国司の「名」による支

配への移行及びそれによる富裕化と.`中央政府のそれ

に対応した国政転換が学習され,セクション4で.王

朝国家体制の理論モデルが導かれる。これをふまえて.

セクション6で.藤原氏の繁栄が王朝国家体制下の官

人としての給与.国司からの賄賂及び輸租荘園からの
ヽ

収益の三つの経済的基盤から説明される。輸租荘園に

っいては.セクション5で.'藤原道長・頼通の頃の付

加的な経済的基盤として扱われている。

パート2では同様に.荘園公領体制(院政期)が扱

われ.「なぜ藤原氏が栄え得ていた王朝国家体制が.

院の栄え得る体制になったのか.それはどのようなも

のだったのか?」という問いを探求していく過程とし

て組織されている。セクシ去ン1で.「名」による支

配の崩壊及び荘園の増大.セクション2～4で.それ

に対応する国司の公領維持政鼠　貴族の荘園からの収

益への依存.天皇の荘園整理政策.それによる藤原氏

の没落.院の荘園領主化が学習される。これに基づい

て.セクション5で,荘園公領体制の理論モデルが導

かれ,院の繁栄が.国街・知行国主からの賄賂と荘園

からの収益の二つの経塔的基盤から説明される。

′1-ト3は.平氏政権の繁栄の理由を.荘園公領体

制(平氏政権期)の理論モデルで説明させるという学

習が行われる。これは.院政から平氏政権への推移は.

単に政権担当者の交代にすぎず.社会構造に変化はな

いという立場に立っているからである。

本教授書試案は,以上のように構成されているが.

その内容は.時代構造の理論モデル及び概念的知識を

導く範囲内で発問.資料.教授学習過程が組織された

ものであり.いわば学習指導計画の骨格だけを示した

ものである。われわれは.このように典型的事例を用

いてモデルを直線的に形成させ.時代の全体像を把握

させることが必要であると考える。従って.実際に授

業において本教授書試案を用いる場合.相応の肉付け

あるいは組み変えも可能であろう。われわれは本教授

書試案の用い方として次の三つを考えている。

第一に.三時間ほどの小単元を設定し,いわゆる平

安時代の通史学習の後で「投げ入れ」教材としてこれ

を用いる。律令制解体期の農民の生活実態.王朝国家

体制下の国司の横暴ぶり.藤原氏・院・平氏の繁栄等

について通史学習で習得した事実的記述的知識を前提

として.まとめの意味で主題学習的にこの学習を行う

ことにより.平安期の各時期の社会構造をモデル化し

て把捉することが容易にな声と考えられる。

第二に.同様の用い方で.王朝国家体制期.院政期.

平氏政権期の各々に対応する時代の学習の後で.各′阜一

卜ごとに投げ入れて使用することが考えられる。

第三に.平安期についての大単元を.本教授書試案

で示した学習指導計画の骨格を軸として構成し.各ノヾ-

トを小単元として他の教材.エピソード等を加えて肉

付けすることによって学習を行う。具体的にノ1-ト1

では.律令制解体期の農民の生活実態.王朝国家体制

下の国司の横暴ぶり.藤原氏の政権接待過程.国風文

化.富豪層の出現等をからめ.エピソード的なものを

導入することが望ましい。それらによって.モデルを

より批判的に吟味することが.生徒にとって可能とな

ろう。

Ⅴ　中学校歴史的分野教授書試案について

われわれは,高等学校日本史教授書試案に基づいて.

中学校歴史的分野の教授書試案を作成した。ここでは,

紙数の関係上.高等学校の教授書を用いて中学校の教

授書の概略を説明しておきたい。

まず　到達目標の各時代構造を表わす理論モデルを,

中央.地方.人民の基本的関係を損わない限りにおい

て.できるだけ簡略化する。すなわち,いずれのモデ

ル図においても.「支配関係を示す(上から下への)

矢印」と「郡司」とを除く。王朝国家体制のモデル図

では,「国街」内と「名」内の構成要素及び「輸租荘

園」(点線矢印共)を省略する。荘園公領体制(院政

時代).同(平氏政権)のモデル図においては.「国

街」内.「公領」内.そして「荘園」内の各構成要素

及び.「領家」「預所」「下司」「知行国主」を省略

する。「領家」と「本所」は一括して「荘園領主」と

して表わされる。こうして.残るものは.中央.地方.

人民の問の.矢印の太さで表わされる基本的収奪の関

係だけとなるわけである。

こうした簡略化を行うのは.高等学校の教授書にお

いては.最終的に理論モデルを用いて様々な事象を説

明できるようにすることに重点を置いているのに対し

て.中学校の教授書では.各時代構造の基本的概念を

生徒が自ら形成できるようにすることをめざしている

からである。

以下.簡略化したモデル図を用いて,高等学校の教

授書とほぼ同じ展開で授業が行われる。

′ヾ-ト1における高等学校の教授書との主な違いは.

セクション2での「名」内の説明を求める問いとそれ

に対する知識・図を省略すること.及びセクション5

を省略して.藤原氏の栄えを.輸租荘園ぬきで(給与

と賄賂だけで)説明することである。こうした万が.

名体制のくずれがそのまま王朝国家のくずれとなるこ

と.すなわち藤原氏の衰えとなることが.中学生にとっ

てわかりやすい。

これに応じて:王朝国家体制のくずれの説明が.パー
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ト2のセクション1における名の荒廃の説明だけで行

われる。セクション2・3の国司と貪族の対応はその

ままであるが.セクション4において「荘園整理令」

を扱わずに.権力の移行を体制の転換と結びつけて説

明することができる。つまり.荘園の増大.「名」の

荒廃に伴い.藤原氏が打撃を受ける一方で.天皇は公

的な立場を離れて院になることによって.荘園領主と

なり.受領層の支持をも受けた.このことが.セクショ

ン4における天皇の対応の説明となる。

ノヾ-ト3においては.簡略化したモデル図を用いて.

高等学校の教授書と同じく.平氏の栄えを説明させる。

また.全体を通じて.高等学校教授書試案と内容的

に同じ知識であっても,その説明を,中学生の発達段

階を考慮して,わかりやすい言葉で置きかえる必要が

あろう。たとえば.高等学校教授書パート1のセクショ

ン1の最後の問い「なぜ律令国家はくずれたのか?」

に対する知識を次のように変える。すなわち「律令国

家は公民一人一人が負担する調膚などの税によって維

持されるので.公民が浮浪・逃亡・偽籍などによって

税を逃れることが多くなると.国司は律令に基づく税

の徴収ができなくなり.国家が維持できなくなる。」と。

生徒に提示する資狩も中学生用にわかりやすく口語体

に改めたが.ここでは割愛する。

Ⅵ　おわりに

本研究で開発された教授吾試案は.附属中学での実

験授業をもとに.授業者の反省と授業観察老の分析と

感想をまじえて吟味・検討を加え.惨正につぐ拶正を

くりかえし.得られた現時点での到達点を示すもので

ある。したがって.この教授害試案は完成されたもの

ではなく.多くの問鼠点をもつ不完全なものであるこ

とは十分承知している。また.学会での批判にもあっ

たように.「すっきりしすぎ」ていたり.「生徒が批判

的に教師の理論を吟味していける配跡こ欠けている」

ように見えるかもしれない。これら諸点の検討も含め

て.今後は.さらに多くの学校でこの教授書試案を使っ

た授業を行っていただき.一層より完全なものにつく

りかえていきたい。

最後に.教材構成の過程で,現場からの畏重など意

見をのべていただいた.鳥取県立横田高等学校の佐々

木茂先生に厚くお礼を申しあゆたい。
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